
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 統計調査員登録簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区地域総務課総務グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
統計調査員希望者を登録し、統計調査員の確保に役立てるた

め 

記録項目 

１ 氏名、 ２ 性別、 ３ 生年月日、 ４ 年齢、  

５ 住所、６ 電話番号、 ７ 職業、 ８ 職歴、   

９ 賞罰、 １０ 調査員経験、 １１ 口座番号 

記録範囲 新潟市統計調査員希望者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 国、新潟県 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区地域総務課総務グループ 

〒950－3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 豊栄統計調査員協議会綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区地域総務課総務グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
会員相互の情報交換や親睦を深める活動を通じて、各種統計

調査の円滑な推進をはかるため 

記録項目 
１ 氏名、 ２ 性別、 ３ 生年月日、 ４ 年齢、  

５ 住所、６ 電話番号  

記録範囲 豊栄統計調査員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区地域総務課総務グループ 

〒950－3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市表彰関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区地域総務課総務グループ 

個人情報ファイルの利用目的 

市表彰条例に基づき、市政の進展、文化の向上、その他市民

の福祉の増進のために多大な功労があったもの等を表彰し、

その功績を称え、記録に残すため 

記録項目 

１ 氏名、 ２ 性別、 ３ 生年月日、 ４ 年齢、  

５ 住所、６ 電話番号、 ７ 本籍、８ 国籍、９ 職

業、１０ 職歴、 １１ 賞罰、１２ 成績・評価  

記録範囲 表彰者 

記録情報の収集方法 本人以外からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区地域総務課総務グループ 

〒950－3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟県知事表彰関係綴り 

行政機関等の名称 新潟県知事 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区地域総務課総務グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
新潟県褒章規則に基づく新潟県知事表彰への推薦依頼を受

け、候補者の推薦を行うため 

記録項目 

１ 氏名、 ２ 性別、 ３ 生年月日、 ４ 年齢、  

５ 住所、６ 電話番号、 ７ 本籍、８ 国籍、９ 職

業、１０ 職歴、 １１ 賞罰、１２ 成績・評価  

記録範囲 表彰候補者 

記録情報の収集方法 本人以外からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区地域総務課総務グループ 

〒950－3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

7



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 会計年度任用職員に関する綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区地域総務課総務グループ 

個人情報ファイルの利用目的 会計年度任用職員の採用・退職等に関する事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名、 ２ 性別、 ３ 生年月日、 ４ 年齢、  

５ 住所、６ 電話番号、 ７ 学歴、８ 資格、９ 職

業、１０ 職歴、 １１ 障がいの有無、１２ 成績・評価 

１３ 所得、 １４ 口座番号  

記録範囲 会計年度任用職員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区地域総務課総務グループ 

〒950－3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 デマンド型交通登録者名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 デマンド型交通を利用するために登録が必要なため 

記録項目 
１氏名 ２生年月日 ３住所 ４電話番号 ５性別 

６世帯主名  

記録範囲 デマンド型交通利用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区地域総務課 

〒950-3393 

新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住居表示区域の新築届等 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所区民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 
「住居表示に関する法律」に基づき、住所の表し方を番地か

ら街区符号に改め、住所をわかりやすくするため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 建築物新築届、住居表示変更証明交付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟市の他課、国、他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所区民生活課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防犯ボランティアネットワーク団体名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所区民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域で防犯活動を行っている団体に必要な物品を貸し出し、

活動を支援するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 申請団体、代表者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所区民生活課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 交通安全指導員一覧 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所区民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 
交通安全指導員が活動するにあたり、指導員の名簿管理を行

うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 生年月日、４ 電話番号 

記録範囲 交通安全指導員に登録している者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所区民生活課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 空き地管理台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所区民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 
空き地の管理等に関する苦情を受け付けた際にその内容やそ

の後の対応、経過等を記録する 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 土地の所有状況に

関すること 

記録範囲 
空き地の管理等の苦情を申し立てた者 

苦情の対象となった空き地の所有者 

記録情報の収集方法 本人、登記情報等による確認 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所区民生活課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 北区障がい者相談員設置事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所 健康福祉課 01障がい福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 
障がい者等の相談に応じ、助言、指導等を行う相談員を設置

する為 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所・電話番号、４障がいの

有無、５障がい等級、口座情報等、 

記録範囲 北区相談員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 障がいの有無、障がい等級 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟県おもいやり駐車場制度 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所 健康福祉課 01障がい福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 

公共的施設の障がい者等用駐車スペースの円滑な利用を図る

ことを目的として、身体障がい者などの歩行が困難な方など

に対し利用証を交付する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所・電話番号、３健康状態、４障がいの有

無、５傷病名、６身体障害者手帳内容、７母子手帳内容、 

記録範囲 申請者及びその親族 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外の支援者 

要配慮個人情報 病歴 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 成年後見制度及び成年後見制度利用支援事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所 健康福祉課 01障がい福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 
市長による家庭裁判所への申し立て事務を行うとともに，必

要に応じて成年後見制度にかかる費用を助成する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所・電話番号、５

本籍・国籍、６家族関係、７婚姻歴、８職業・職歴、９学

歴、１０資格、１１賞罰、１２健康状態、１３障がいの有

無、１４傷病名、１５病歴、１６検査結果、１７治療内容、

１８所得・収入、１９資産、２０課税・納税状況、２１取引

状況、２２公的扶助、２３不動産、２４預貯金、 

記録範囲 申請者，その家族及び申請者の扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外の支援者 

要配慮個人情報 病歴 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

50



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市避難行動要支援者名簿登載（変更）同意書兼申請書 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害時に自ら避難することが困難な方について、支援者や各

種機関に個人情報を提供し救助に役立てるため 

記録項目 
1氏名、2 住所、3 電話番号、4 性別、5 緊急連絡先、6 自

治会名、7 民生委員氏名、8 避難支援等を必要とする事由 

記録範囲 申請者及び緊急時の連絡先の者 

記録情報の収集方法 本人及び緊急時の連絡先の者 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 民生委員児童委員、自治会、自主防災組織、警察、消防 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 年金受給資格調査 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
被保護者の年金は収入認定し該当収入から控除の参考にする

ため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 所得・

収入 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 市国民年金課・社会保険事務所・共済組合からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 放送受信料免除申請 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護世帯の放送受信料の免除のため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料減免申請 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 生活困窮者が国民健康保険料の減免を受けるため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 家族関係 

記録範囲 健康保険加入者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 一般廃棄物処理手数料免除申請 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護世帯の一般廃棄物処理手数料を免除するため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療要否意見書 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者が適切な医療を受けるため。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 傷病名、４ 治療内容 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 医療機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

61



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療要否意見書 付表 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者が適切な医療を受けるため。 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 健康状態、４ 健康状態、５

障害の有無、６ 傷病名、７ 病歴、８ 検査結果、９ 

治療内容 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 医療機関からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

64



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給付要否意見書    （所要経費概算見積書） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の必要経費の概算見積により支払を行う。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 傷病名 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 医療機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

65



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

66



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 預金の現在高照会 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
資産として活用させるのが原則であるため、被保護者の調査

を行う。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 現在預金高 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 金融機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

67



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

68



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 扶養義務者調査依頼 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
要保護者に対する扶養義務者の有無、資産状況その他保護に

関する決定をする 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 家族関係 

記録範囲 扶養義務者 

記録情報の収集方法 福祉事務所からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

69



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

70



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 小口資金貸付事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
生活に困窮し、緊急一時的出費を必要とする世帯に貸付を行

う。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 貸付金額 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 市社会福祉協議会からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

71



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

72



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 所得調査 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 要保護者に対する所得調査を行い、保護決定の参考のため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所得・収入 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 税務課からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

73



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

74



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 不動産等、資産活用状況の調査 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 

被保護者の最低生活の内容としてその所有又は利用できるも

のは処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させる

ため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 資産 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び税務課からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

75



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

76



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 入院患者実態把握 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の病状を把握し、自立への可能性を調査する。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 健康状態、４ 治療内容 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 医療機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

77



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

78



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 生活保護開始・停止の情報提供 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 保護開始により就学援助の廃止を行う。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 開始停止年月日 

記録範囲 申請者、申請者の子供（児童・生徒等） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

79



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

80



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 法外援護品配付事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護受給者の高齢者に見舞品、小・中学入学、中学卒業

に祝品支給のため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

81



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

82



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護扶助事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
被保護者の介護保険料代理納付・介護保険境界層手続処理、

３号介護保険者の介護サービス適用手続のため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 介護保険料、５ 

要介護度、６ 施設利用、７ 健康状態、８ 所得・収入、

９ 公的扶助 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び市高齢介護課、介護機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市高齢介護課、介護事業者 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

83



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

84



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住宅扶助事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の住宅扶助代理納付、適正住宅費支給処理のため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 住宅費 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び市住環境政策課、県住宅供給公社からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市住環境政策課、県住宅供給公社 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

85



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

86



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 教育扶助事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護世帯の教育扶助委任払いのため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 教育費 

記録範囲 教育を受ける児童・生徒 

記録情報の収集方法 本人及び小中学校 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市教育委員会、小中学校 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

87



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

88



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 日用品費等支給事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
被保護者の入院、入所者の日用品費等を該当病院、施設に委

任払いするため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 最低生活費 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び医療・介護機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 医療・介護機関 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

89



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

90



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 障害者自立支援減免事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の障害者自立支援医療確認、境界層減免手続のため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 医療費、５ 健康

状態、６ 障害の有無、７ 傷病名、８ 所得・収入、９ 

公的扶助 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び市障がい福祉課からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 市障がい福祉課 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

91



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

92



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 リバースモゲージ事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者のリバースモゲージ事務処理のため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 保護

費、６ 所得・収入、７ 資産 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び市社会福祉協議会からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市社会福祉協議会 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

93



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

94



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高額療養費減免事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の医療費の高額療養費境界層減免手続のため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 医療

費、６ 所得・収入、７ 公的扶助 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び区民生活課、保険年金課からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 区民生活課 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

95



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

96



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療扶助傷病届事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の医療機関受診のための傷病届手続のため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 受給の

有無、６ 健康状態 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人及び区出張所、連絡所からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 区出張所、連絡所 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

97



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

98



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 年金担保貸付該当者報告事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 被保護者の年金担保貸付該当者を厚生労働省に報告する 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 年金番

号、６ 年金額、７ 公的扶助 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び厚生労働省からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

99



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

100



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 民生委員推薦事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
地区推薦準備会から推薦された民生委員候補者について審査

のため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 家族関

係、６ 職業・職歴 

記録範囲 推薦者、候補者 

記録情報の収集方法 本人及び推薦者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

101



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

102



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市住居確保給付金事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失するおそ

れのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、

住宅及び就労機会の確保の支援するもの。 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 家族関

係、６ 職業・職歴、７ 所得・収入、８ 資産、９ 公的

扶助、10 口座番号等、11 相談 

記録範囲 申請者及びその家族並びに賃貸主 

記録情報の収集方法 本人及び賃貸主（大家または仲介不動産業者）からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 生活困窮者自立支援事業所及びハローワーク 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

103



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

104



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戦傷者及び戦没者に関する事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 戦傷者及び戦没者に関する事務 

記録項目 １ 氏名、２ 性別、３ 住所、４ 健康状態 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び受任者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

105



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

106



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 北区学習習慣支援プログラムに関する事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
学習習慣を身につけることにより、貧困の再生と連鎖を防止

するため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 家族関

係、６ 成績・評価、７ 所属団体、８ 施設利用、９ 健

康状態、10 障害の有無、11 傷病名、12 病歴、13 検査

結果、14 治療内容、15 所得・収入、16 課税・納税状

況、17 公的扶助、18 趣味・し好 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 市社会福祉協議会、プログラム関係者 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

107



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

108



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 生活困窮者自立相談支援事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 

生活困窮者からの相談に応じ、アセスメント・シートを作成

し、本人同意の上、生活困窮者自立支援事業所等へ提供し、

自立を図る支援を計画的・一体的に行う 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 本籍・

国籍、６ 家族関係、７ 婚姻歴、８ 職業・職歴、９ 学

歴、10 資格、11 賞罰、12 健康状態、13 障害の有無、

14 傷病名、15 病歴、16 検査結果、17 治療内容、18 

所得・収入、19 資産、20 課税・納税状況、21 公的扶

助、22 口座番号等、23 人種・民族、24 犯罪歴、25 苦

情・要請、26 相談 

記録範囲 対象者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び家族からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 生活困窮者自立支援事業所 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

109



個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当す

るファイル 

有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

110



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 生活困窮者一時生活支援事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課保護第１・２係 

個人情報ファイルの利用目的 
一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間に限

り、宿泊場所の供与、食事の提供を行う 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 本籍・

国籍、６ 家族関係、７ 婚姻歴、８ 職業・職歴、９ 学

歴、10 資格、11 賞罰、12 健康状態、13 障害の有無、

14 傷病名、15 病歴、16 検査結果、17 治療内容、18 

所得・収入、19 資産、20 課税・納税状況、21 公的扶

助、22 口座番号等、23 人種・民族、24 犯罪歴、25 苦

情・要請、26 相談 

記録範囲 対象者 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 生活困窮者自立支援事業所 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

111



個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 老人クラブ補助事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 
６０歳以上の会員で組織する老人クラブに対し補助を行うた

め。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 所属団体、６ 口座番号等 

記録範囲 単位老人クラブ会長及び会員、地区協議会会長 

記録情報の収集方法 老人クラブ会長 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

113



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 
紙管理のファイルで、加工可能な状態とするために多大な作

業を要するもの 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 老人憩の家管理運営事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者の健康を保持し，福祉の増進を図るため。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日・年齢、４ 住所・電話番号 

記録範囲 申請者及び申請団体役員 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

115



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配食サービス事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 

食事作りの困難な在宅のひとり暮らし高齢者等に対し定期的

に夕食を提供することにより、食生活の向上と併せて安否確

認を行うため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 家族関係、６ 疾病名、７ 病歴、８ 通院先 

記録範囲 申請書提出者とその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 配食委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

117



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 老人ホーム入所措置事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 

６５歳以上で身体・精神・環境上の理由及び経済的理由によ

り居宅にて養護を受けることが困難な人を対象に、老人ホー

ムへの入所措置を行うため。 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 本籍・国籍、６ 家族関係、７ 婚姻歴、８ 識

別番号等、９ 職業・職歴、10 学歴、11 施設利用、12 

健康状態、13 障がいの有無、14 傷病名、15 病歴、16 

検査結果、17 所得・収入、18 課税・納税状況、19 公的

扶助 

記録範囲 申請書提出者とその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 措置施設 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

119



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 北区敬老祝会事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 北区に居住する７５歳以上の方々の長寿を祝うため。 

記録項目 １ 氏名 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 成年後見制度利用支援事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 
市長申立ての事務や、審判請求費用・成年後見人等に付与す

る報酬に対して助成を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 本籍・国籍、６ 家族関係、７ 婚姻歴、８ 職

業・職歴、９ 学歴、10 資格、11 賞罰、12 健康状態、

13 障がいの有無、14 傷病名、15 病歴、16 検査結果、

17 治療内容、18 所得・収入、19 資産、20 課税・納税

状況、21 取引状況、22 公的扶助 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 家庭裁判所、成年後見人、保佐人、補助人 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 老人福祉センター管理事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 
管理事業者との契約締結や支払、また、指定管理者の選定を

行うため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 口座番号等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 北区老人憩の家管理事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課高齢介護係 

個人情報ファイルの利用目的 
管理事業者との契約締結や支払、また、指定管理者の選定を

行うため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 口座番号等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 第一種助産施設分娩委託料入所者台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課児童福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 

保健上必要があるにもかかわらず，経済理由により入院助産

を受けることのできない妊産婦を入院させその分娩費用を助

成するため 

記録項目 

１．氏名、２．住所、３．生年月日、４．職業、５、婚姻、

６．健康状態、７．現在の受診先、８．出産上の留意点、

９．支援者の有無、１０．被保護者証明書、１１．本人の成

育歴、１２．経済状況、 

記録範囲 助産施設入所申込者、世帯員、懐胎した子の実父 

記録情報の収集方法 本人、住民票（母子福祉システムより） 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課児童福祉係 

〒950-3393 

新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
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政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 かやま保育園児童デイサービス利用申込書兼児童台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市北区役所健康福祉課児童福祉係 

個人情報ファイルの利用目的 
心や身体の発達に遅れのある就学前の幼児に，成長に合わせ

た指導を行うことにより発達を支援するため 

記録項目 
１．氏名、２．住所、３．生年月日、４.家族構成、５.職

業、６.児童発達の情報 

記録範囲 利用者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人、家族 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課児童福祉係 

〒950-3393 

新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
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政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 豊栄健康センター施設利用関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区健康福祉課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 
条例の定める条件に該当する者に対して、豊栄健康センター

の施設利用許可に関する事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 所属団体 

記録範囲 豊栄健康センター利用申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

北区健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

134



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 区づくり事業「北区もの忘れ検診」関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区役所健康福祉課健康増進係 

個人情報ファイルの利用目的 

「北区もの忘れ検診」の受診者で、認知機能の低下が疑われ

る人を早期に専門医療機関に繋げ、適切な支援・サービスに

つなげるため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日・年齢、４ 住所・電話

番号、５ 識別番号等、６ 検査結果 

記録範囲 北区もの忘れ検診受診者 

記録情報の収集方法 本人、委託医療機関からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区役所健康福祉課 

〒950-3393 新潟市北区東栄町１丁目１番１４号 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
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政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 講師派遣依頼関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区健康福祉課健康増進係 

北区健康福祉課地域福祉担当 

北区健康福祉課北地域保健福祉センター 

個人情報ファイルの利用目的 
職員を講師とする依頼健康教育、依頼健康相談を実施するた

めに必要な情報の管理を行うため 

記録項目 1 氏名、2、団体名、3 住所、4 電話番号 

記録範囲 職員の講師派遣依頼の申請書を提出した者や団体 

記録情報の収集方法 職員の講師派遣頼を提出した者や団体 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区健康福祉課健康増進係 

新潟市北区健康福祉課地域保健福祉担当 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

新潟市北区健康福祉課北地域保健福祉センター 

〒950-3126 新潟市北区松浜1丁目7番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域保健福祉センター施設利用関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区健康福祉課北地域保健福祉センター 

個人情報ファイルの利用目的 
条例の定める条件に該当する者に対して、地域保健福祉セン

ターの施設利用許可に関する事務を行うため 

記録項目 1 氏名、2 住所、3 電話番号 4 所属団体 

記録範囲 地域保健福祉センター利用許可申請者を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北地域保健福祉センター 

〒950-3126 新潟市北区松浜1丁目7番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 訪問看護情報提供書関係綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区健康福祉課地域福祉担当 

北区健康福祉課北地域保健福祉センター 

個人情報ファイルの利用目的 
訪問看護利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報として

提供された訪問看護情報提供書の管理を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 年齢、 

6 電話番号、7 健康状態、8 障がいの有無、9 傷害名、 

10 病歴、11 検査結果、12 治療内容 

記録範囲 訪問看護利用者で、情報提供の同意が得られた者 

記録情報の収集方法 訪問看護ステーションからの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区健康福祉課地域保健福祉担当 

〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 

新潟市北区健康福祉課北地域保健福祉センター 

〒950-3126 新潟市北区松浜1丁目7番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市制度融資（中小企業開業資金を除く）情報 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 新潟市制度融資融資貸付対象者の認定のため 

記録項目 
１氏名、２生年月日，年齢、３住所、４電話番号、５職業,

職歴、６所得,収入、７資産、８課税,納税状況 

記録範囲 申請者、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人、金融機関 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市中小企業開業資金情報 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 新潟市中小企業開業資金貸付対象者の認定のため 

記録項目 

１氏名、２生年月日，年齢、３住所、４電話番号、５職業，

職歴、６学歴、７資格、８所得,収入、９資産、１０課税，

納税状況 

記録範囲 申請者、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人、金融機関 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 中小企業信用保険法に基づく認定情報 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者の認定のため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４所得,収入、５資産、 

６取引状況 

記録範囲 申請者、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人、金融機関 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 商店街活性化補助金交付事業情報 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
特色ある事業、効果的な事業を支援するとともに、活性化や

振興を図るため補助金の交付を行う 

記録項目 １氏名、２生年月日，年齢、３住所、４電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 中小企業人材育成補助金情報 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
中小企業の競争力強化などのために、中小企業者の研修受講

経費を補助する 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４職業、職歴、５所属団体、

６口座番号 

記録範囲 申請者、研修受講者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 経営所得安定対策事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 米の生産調整の適正かつ円滑な実施 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、 

５ 電話番号、６ 資産 

記録範囲 水田を有する農業者 

記録情報の収集方法 本人、資産税課、農業委員会、農業共済組合 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟県、新潟市農業協同組合、(株)ＢＳＮアイネット 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 法第６０条第３項第３号 情報公開請求で足りる 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 農業経営改善計画認定申請 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
農業経営の計画的な改善に取り組む者へ、重点的に支援措置

を講ずるため「認定農業者」として認定を行うもの 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、 

５ 電話番号、６ 家族関係、７ 所得・収入、８ 資産 

記録範囲 申請者とその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 
新潟県、新潟市農業協同組合、新潟北土地改良区、新潟県農

業共済組合、市農業委員会 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市民農園関係綴 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 農村整備グループ 

個人情報ファイルの利用目的 市民農園管理事務のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 市民農園の利用を申請した者 

記録情報の収集方法 本人、利用申請書 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 福島潟文化基金活用補助金受給者ファイル 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 福島潟自然文化活動事業助成に関する事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 福島潟自然文化活動事業助成申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 補助金申請書 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
レ法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 学校開放利用者ファイル 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 学校開放事業に関する事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 年齢、３ 住所、４ 電話番号 

記録範囲 登録団体の代表者、利用登録者 

記録情報の収集方法 団体登録申請書 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
レ法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地区スポーツ振興会補助金受給者ファイル 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

北区産業振興課 

個人情報ファイルの利用目的 地区スポーツ振興会助成に関する事務を行うため

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 補助金申請書を提出した団体の代表、団体の役員 

記録情報の収集方法 団体登録申請書 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市北区産業振興課 

950-3393 新潟市北区東栄町１－１－１４ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
レ法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの数が１，０００人未満 
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